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成
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年
東
京
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局
告
示
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十
一
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（
東
京
都
水
道
局
給
水
管
理
事
務
所
及
び
東
京

　

都
水
道
局
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設
置
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一
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四

規
　
　
　
程
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
十
五
号

東
京
都
水
道
局
分
課
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長　

西　

山　

智　

之

東
京
都
水
道
局
分
課
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
分
課
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
職
員
部
の
部
人
事
課
の
項
中
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
三
号
と
し
、

同
部
監
察
指
導
課
の
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五　

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進
策
に
関
す
る
こ
と
。

六　

東
京
水
道
グ
ル
ー
プ
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
有
識
者
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
の
表
サ
ー
ビ
ス
推
進
部
の
部
業
務
課
の
項
第
二
号
中
「
、
工
業
用
水
道
料
金
」
を
削
り
、
同

表
浄
水
部
の
部
設
備
課
の
項
第
二
号
を
削
り
、
同
表
給
水
部
の
部
給
水
課
の
項
第
六
号
中
「
及
び
旧
工

業
用
水
道
」
を
削
る
。

別
表
二
職
員
部
の
項
を
削
り
、
同
表
浄
水
部
の
項
中
「
施
策
推
進
担
当
課
長
」
を
「
設
備
保
全
担
当

課
長
」
に
改
め
る
。

別
表
三
営
業
所
の
項
中
「
、
下
水
道
の
受
託
業
務
及
び
工
業
用
水
道
料
金
の
収
納
」
を
「
及
び
下
水

道
の
受
託
業
務
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
十
六
号

東
京
都
水
道
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長　

西　

山　

智　

之

東
京
都
水
道
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
十
号
中
「
、
室
」
を
削
る
。

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
条　

削
除
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第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
公
印
取
扱
主
任
）

第
十
一
条
の
二　

公
印
管
理
者
の
下
に
公
印
取
扱
主
任
（
以
下
「
主
任
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２　

主
任
は
、
公
印
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
、
公
印
管
理
者
の
命
を
受
け
て
公
印
に
関
す
る
事

務
に
従
事
す
る
。

３　

公
印
管
理
者
又
は
主
任
に
事
故
が
あ
る
場
合
は
、
公
印
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
職
員
が
、

そ
の
事
務
を
代
行
す
る
。

第
十
三
条
中
「
公
印
管
理
者
」
の
下
に
「
又
は
主
任
」
を
加
え
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
一
定
の
字
句
及
び
内
容
の
も
の
を
多
数
印
刷
す
る
領
収
証
、
納
入
通
知
書
そ

の
他
の
文
書
で
、
公
印
の
押
印
が
必
要
な
」
を
「
定
例
的
か
つ
定
型
的
で
一
時
に
多
数
印
刷
す
る
文
書

等
の
う
ち
、
公
印
を
押
印
す
べ
き
」
に
、
「
当
該
文
書
」
を
「
当
該
文
書
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
文
書
」
を
「
文
書
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
印
刷
し
た
文
書
」
を
「
印
刷
し
た
文
書
等
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

３　

各
部
長
は
、
常
に
公
印
の
印
影
を
印
刷
し
た
文
書
等
の
使
用
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
総
務
部
長
か

ら
調
査
の
申
入
れ
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

各
部
長
は
、
公
印
の
印
影
を
印
刷
し
た
文
書
等
が
、
様
式
の
変
更
、
人
事
異
動
、
公
印
の
改
刻
等

の
理
由
に
よ
り
使
用
で
き
な
く
な
つ
た
と
き
は
速
や
か
に
、
書
き
損
じ
、
汚
損
又
は
破
損
に
よ
り
使

用
で
き
な
く
な
つ
た
と
き
は
使
用
終
了
手
続
時
に
（
総
務
部
長
が
求
め
た
と
き
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

発
生
の
都
度
）
、
公
印
の
印
影
を
印
刷
し
た
文
書
等
を
速
や
か
に
総
務
部
長
に
回
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

５　

総
務
部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
回
付
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
文
書
等
を
破
棄
し
、
又
は
印

影
を
抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
の
二
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
削
る
。

３　

前
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
中
「
印
影
を
印
刷
」
と
あ
る
の
は
、
「
事
前
押
印

を
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
一　

九
の
項
中
「
、
隊
及
び
室
」
を
「
及
び
隊
」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
３
号
様
式　
削
除

附　

則　

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
十
七
号

東
京
都
水
道
局
指
定
金
融
機
関
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長　

西　

山　

智　

之

東
京
都
水
道
局
指
定
金
融
機
関
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
指
定
金
融
機
関
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
小
切
手
」
の
下
に
「
又
は
支
払
通
知
」
を
加
え
る
。

第
一
条
の
二
を
削
る
。

第
七
条
及
び
第
八
条
第
一
項
中
「
小
切
手
」
の
下
に
「
又
は
支
払
通
知
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

「
基
い
て
」
を
「
基
づ
い
て
」
に
改
め
、
「
小
切
手
番
号
」
の
下
に
「
又
は
支
払
通
知
番
号
」
を
加
え

る
。第

十
五
条
中
「
た
だ
ち
に
」
を
「
直
ち
に
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
中
「
ま
た
は
」
を
「
又
は
」
に
、
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
十
八
号

東
京
都
水
道
局
調
布
防
潮
せ
き
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長　

西　

山　

智　

之

東
京
都
水
道
局
調
布
防
潮
せ
き
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
調
布
防
潮
せ
き
管
理
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
二
条
第
一
項
中
「
東
京
都
水
道
局
浄
水
部
設
備
課
」
を
「
東
京
都
水
道
局
浄
水
部
浄
水
課
」
に
改

め
る
。

第
三
条
中
「
浄
水
部
施
策
推
進
担
当
課
長
」
を
「
浄
水
部
浄
水
施
設
維
持
管
理
専
門
課
長
」
に
改
め

る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓
　
　
　
令
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
訓
令
第
二
号

局

内

一

般

各

事

業

所

東
京
都
水
道
局
支
所
処
務
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都
水
道
局
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長　

西　

山　

智　

之

第
一
条
第
二
号
中
「
及
び
旧
工
業
用
水
道
」
を
削
る
。

第
三
条
の
表
給
水
課
の
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。

第
十
一
条
の
二
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

附　

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
訓
令
第
三
号

局

内

一

般

各

事

業

所

東
京
都
水
道
局
多
摩
水
道
改
革
推
進
本
部
処
務
規
程
（
平
成
十
四
年
東
京
都
水
道
局
訓
令
第
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長　

西　

山　

智　

之

第
五
条
第
三
項
中
「
以
下
」
を
「
次
条
及
び
第
七
条
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
表
工
務
課
の
項
第
三
号
中
「
維
持
管
理
」
の
下
に
「
の
調
整
」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
給
水
管
理
事
務
所
長
を
」
の
下
に
「
、
課
に
課
長
を
」
を
加
え
、
同
条
第
二

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

給
水
管
理
事
務
所
（
多
摩
給
水
管
理
事
務
所
を
除
く
。
）
に
施
設
調
整
担
当
課
長
を
置
く
。

第
十
六
条
第
二
項
中
「
課
長
」
の
下
に
「
（
施
設
調
整
担
当
課
長
を
含
む
。
次
条
及
び
第
十
八
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
第
二
項
中
「
課
の
事
務
」
の
下
に
「
又
は
担
任
の
事
務
」
を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
中
「
給
水
管
理
事
務
所
」
の
下
に
「
（
立
川
給
水
管
理
事
務
所
を
除
く
。
）
」
を
加
え

る
。

附　

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
訓
令
第
四
号

局

内

一

般

各

事

業

所

東
京
都
水
道
局
の
標
準
的
な
職
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
十
八
年
東
京
都
水
道
局
訓
令
第
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長　

西　

山　

智　

之

第
二
条
の
表
一
の
部
東
京
都
水
道
局
分
課
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
五
号
。

以
下
「
分
課
規
程
」
と
い
う
。
）
第
一
条
に
規
定
す
る
分
課
（
以
下
単
に
「
本
局
」
と
い
う
。
）
及
び

分
課
規
程
第
五
条
に
規
定
す
る
事
業
機
関
（
以
下
単
に
「
事
業
機
関
」
と
い
う
。
）
の
款
三
の
項
中

「
技
術
業
務
改
善
担
当
課
長
、
水
質
管
理
担
当
課
長
」
を
「
担
当
課
長
、
専
門
課
長
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告
　
　
　
示
（
水
）
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◉
東
京
都
水
道
局
告
示
第
二
号

昭
和
六
十
一
年
東
京
都
水
道
局
告
示
第
六
号
（
東
京
都
水
道
局
支
所
及
び
東
京
都
水
道
局
営
業
所
の

設
置
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長　

西　

山　

智　

之

表
東
京
都
水
道
局
港
営
業
所
の
項
及
び
東
京
都
水
道
局
杉
並
営
業
所
の
項
を
削
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
告
示
第
三
号

平
成
二
十
年
東
京
都
水
道
局
告
示
第
十
一
号
（
東
京
都
水
道
局
給
水
管
理
事
務
所
及
び
東
京
都
水
道

局
給
水
事
務
所
の
設
置
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長　

西　

山　

智　

之

表
中
東
京
都
水
道
局
あ
き
る
野
給
水
事
務
所
の
項
を
削
る
。

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

円

一
箇
月

円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所
電
話

〇
三（
五
二
七
六
）〇
八
一
一（
代
）
郵便番号
１０１―００５１

三

鈴

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
三
十
二
番
地
一

三
〇

六
、
六
〇
〇


